
青の煌めきあおもり国スポ五所川原市医療救護要項 

 

１　趣旨 

　　この要項は青の煌めきあおもり国スポ（以下「大会」という。）五所川原市医事・衛生

基本計画に基づき、大会における医療救護に万全を期するため、必要な事項を定める。 

 

２　実施方法 

　　青の煌めきあおもり国スポ・障スポ五所川原市実行委員会（以下「実行委員会」とい

う。）は、青の煌めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会（以下「県実行委員会」という。）

と相互に連絡調整を図るとともに、競技団体、医療機関及び関係機関等の協力を得て、

選手、監督、役員、視察員、報道員及びその関係者並びに一般観覧者（以下「大会参加者

等」という。）に対し、医療救護を実施する。 

 

３　救護所の設置 

　（１）設置場所 

　　　ア　各競技会場の適切な場所に設置し、救護活動及び競技に支障のないようにする。 

　　　イ　救護所内部は、衛生管理に留意し、外部から見えないようにする。 

　　　ウ　救護所を明示するための看板等を設置する。 

　（２）人員配置 

　　　　救護所には、必要に応じて医師、看護師、保健師、理学療法士等及び競技会係員

を配置する。 

　（３）設置期間及び開設時間 

　　　ア　設置期間は、原則として各競技会の競技日とする。 

　　　イ　開設時間は、原則として競技開始 30 分前から競技終了までとし、必要に応じて

延長することができるものとする。 

　（４）その他 

救護所には、必要に応じて医薬品、医療器具、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）、そ

の他必要備品等を配置する。なお、ドーピング禁止物質を含有する医薬品は配備し

ない。 

 

４　医療救護体制 

　　医療救護体制については、次のとおり適切な対応を行う。 

（１）救護所における医療救護 

ア　救護所では、傷病者に対する応急処置を行うほか、必要に応じて医療機関に移

送する、もしくは最寄りの医療機関を紹介するなど、適切な処置を講じる。傷病

者を医療機関に搬送する場合は、車両等での搬送又は救急自動車の出動を要請す

る。この場合、必ずチーム関係者等が同行することとする。 

イ　救護所係員は、医療機関に傷病者を搬送した場合、速やかに実行委員会の医療

救護担当者へ報告する。また、医療機関に搬送した傷病者のその後の症状、経過

を把握するよう努める。 



（２）練習会場における医療救護 

ア　練習会場には、必要に応じて、競技会係員等を配置する。 

イ　練習会場には、必要に応じて、医薬品等を配備する。 

ウ　練習会場において、傷病者を医療機関に搬送する場合は、車両等での搬送又は　

救急自動車の出動を要請する。この場合、必ずチーム関係者等が同行することとす

る。 

（３）実行委員会主催の大会関連イベントにおける医療救護 

　　　　実行委員会主催の大会関連イベントについては、必要に応じて医療救護を実施す

る。 

（４）宿泊施設における医療救護 

　　ア　傷病者が発生した場合、必要に応じて救急自動車等の出動要請や最寄りお医療

機関の紹介を行うとともに、実行委員会に報告するよう宿泊施設の責任者に対し

周知徹底を図る。 

　　イ　傷病者が医療機関に搬送された場合、宿泊施設の責任者又は傷病者の関係者か

ら、傷病者の住所、氏名、性別、年齢及び参加区分、傷病の発生時間、発生場所、

発生原因及び現在の状況、搬送先の医療機関及び搬送方法等必要な事項を確認す

る。 

　（５）救急自動車の配備については、別途関係機関と協議して定める。 

 

５　医療費の負担 

　（１）競技会場及び練習会場での応急処置に係る経費は、実行委員会が負担する。 

　（２）傷病者は、健康保険証を提示して受診した場合には医療費の本人負担分を、提示

せずに受診した場合には医療費の全額を医療機関へ支払う。 

 

６　医療救護体制の周知 

　　傷病者への対応が適正に図られるよう、大会参加者等や宿舎、医療・消防機関等に対

して、各種通知や案内、ホームページ等の活用により、医療救護体制について周知を図

る。 

 

７　事後処理 

　　救護所等の医師、歯科医師、看護師、保健師、アスレティックトレーナー及び事務職

員等は、業務にあたり、相互に連絡調整を図り、所定の事項を記載した書類を、当日業務

終了後速やかに実施本部に提出する。 

 

８　県実行委員会等への報告 

　（１）実行委員会は、大会期間中、選手・監督、役員、視察員、報道員その他関係者及び

一般観覧者等に入院患者や重大事故が発生した場合は、実行委員会に報告すること

とする。 

　（２）実行委員会は、競技終了後、取扱傷病者一覧表を実行委員会に提出する。 

 



９　その他 

　　この要項に定めるもののほか、医療救護の実施に関して必要な事項は別に定める。 

　


